
研修室使用許可申請の変更について

（例1）
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※　確認事項

　１団体（サークル等）の場合

　　毎年度、利用申し込み前に利用団体登録関係（名簿添付）の提出をお願いします。

　２会社関係の場合

　 (1)団体登録は必要ありません。

　 (2)会社の概要の分かる資料の添付

9/1からの申込

11/1からの申込

１/4からの申込

3/1からの申込

変　　更　　前

登録会員の２／３以上

毎月１日を基準とし、翌月の末日まで予約可能

7/1からの申込

2019年年

窓口受付　8時30分、電話受付　9時

団体登録基準 ５名以上（変更無）

変　　更　　後

登録会員の３／４（７５％）以上（講師も含む）

　平成31年4月1日から申請の仕方が変わりました。

月

4/1からの申込

5/1からの申込

使用料の免除対象団体
　（市内在住：60才以上・
　学生以下・障害者等）

使用許可
申請

申請書
受付開始時間

窓口及び電話受付　8時30分開始

2020年

奇数月を基準とし、翌月から２ヶ月後の末日まで予約
可能（例1）


